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甲賀都市計画区域における用途地域の変更について 

 

 

１． 用途地域指定の趣旨 

  

 用途地域とは、様々な用途や形態の建築物の混在化、生活環境の悪化、都市機能の低下

等が起こらないように土地の合理的な利用を促進し、建築物の用途や形態、建ぺい率、容

積率等についてルールを定めた地域です。将来の土地利用の動向を踏まえ、住居、商業、

工業の用途を適正に配置することにより、都市機能の集積や居住環境の保全を図るなどの

適正な都市環境の形成を図ることを目的としています。 

 現在、都市計画法第８条において１３種類の用途地域が定められており、本市において

は、そのうち１２種類の用途地域を指定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

２． 都市計画の手続き等 

 

 都市計画の決定は、県または市が定めます。用途地域については、市が定めます。 

 □都市計画決定の手続き 
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３． 指定する用途地域と計画図 

 

【鳥居野・大原中地区】 

新名神甲賀工業団地の第二期整備を進めるための用途地域として、工業専用地域を指定

するものです。 

 

用途地域：工業専用地域 

容積率の最高限度 ：２００％ 

  建ぺい率の最高限度：６０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新名神甲賀工業団地 

第１期整備地域 
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４． 用途地域の建築制限 

 


